
令和６年度

労働基準監督署
ハローワークFukui Labor Bureau

　福井労働局では、法令・通達等の改正の情報、月ごとの雇用失業情勢や労働災害発生状
況等の速報等、福井労働局で発表している最新情報をホームページに掲載しておりますので、
ご活用ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/home.html
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総合労働相談コーナーでは、労働者や事業主の方からのご相談を面談あるいは電話でお受けしています。
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令和６年度 福井労働局行政運営方針令和６年度 福井労働局行政運営方針
コロナ禍の３年間を乗り越え、我が国経済は改善しつつありますが、コロナ後の経済回復に対応した人手不

足の克服、継続的な賃上げ、多様な働き方の実現による持続的な成長と分配の好循環を実現することが重要で
あります。こうした状況に対応するため、政府としては、三位一体の労働市場改革を進めるとともに、令和５
年９月27日に策定した、「年収の壁・支援強化パッケージ」や、令和５年11月２日に成立した総合経済対策
により、多様な人材の活躍促進や多様な働き方への支援のための諸施策を講じることとしています。

一方、福井県は安定した雇用や共働き世帯が多いことから、民間のさまざまな「幸福度」や「経済的豊かさ」
ランキングにおいては全国上位となっていますが、実感が得られていないとの意見もあることから、主観的な
幸せの実感（ウェルビーイング）を高める取り組みも求められています。

このような状況を踏まえ、福井労働局は、令和６年度の行政運営方針として、労働者の賃金引上げ支援、非
正規雇用労働者の処遇改善、リ・スキリングによる能力向上支援、多様な人材活躍と魅力ある職場づくりの柱
立てに沿って、取り組むこととしています。

福井労働局は、地域の総合労働行政機関として、福井県民の期待に真に応えていくために、労働局、労働基
準監督署及びハローワークが一体となって、福井の「働く」を支えていきます。

目 次
第１ 最低賃金 ･ 賃金の引上げに向けた支援、非正規雇用労働者の処遇改善等

１ 最低賃金・賃金の引上げに向けた中小企業・小規模事業者支援  ・・・P 1
２ 非正規雇用労働者の処遇改善・正社員化に向けた支援  ・・・P 2
３ 雇用形態に関わらない公正な待遇の確保  ・・・P 2  

第２ リ・スキリング、労働移動の円滑化等の推進
１ リ・スキリングによる能力向上支援  ・・・P 3
２ 成長分野等への労働移動の円滑化  ・・・P 3
３ 中小企業等に対する人材確保の支援  ・・・P 4  

第３ 多様な人材の活躍と魅力ある職場づくり
１ フリーランスの就業環境の整備  ・・・P 5
２ 仕事と育児・介護の両立支援  ・・・P 5
３ ハラスメント防止対策  ・・・P 6
（１）相談支援を含む総合的なハラスメント防止対策の推進  ・・・P 6
（２）民間企業における女性活躍推進のための支援  ・・・P 8

４ 安全で健康に働くことができる環境づくり  ・・・P 8
（１）長時間労働の抑制、労働条件の確保・改善対策  ・・・P 8
（２）時間外・休日労働の上限規制が適用される中小企業等の時間外・

休日労働時間の削減等に向けた支援の実施  ・・・P 9
（３）14次防を踏まえた労働者が安全で健康に働くことができる環境の整備  ・・・P10
（４）原子力発電所等に対する総合的な対策の推進  ・・・P12
（５）治療と仕事の両立支援  ・・・P12
（６）迅速かつ適正な労災保険の給付  ・・・P13

５ 多様な働き方、働き方・休み方改革  ・・・P13
６ 多様な人材の就労 ･ 社会参加の促進  ・・・P15
（１）高齢者の就労・社会参加の促進  ・・・P15
（２）障害者の就労促進  ・・・P15
（３）外国人に対する支援  ・・・P16

７ 就職氷河期世代、新規学卒者等への支援  ・・・P16
（１）就職氷河期世代の活躍支援  ・・・P16
（２）新規学卒者等への就職支援  ・・・P17

８ 労働保険未手続事業の解消と収納率の向上  ・・・P17

＜参考資料＞
・ 石川県能登地方を震源とする地震への支援策  ・・・P18
・ 主な助成金・給付金制度のご案内  ・・・P20
・ 福井労働局の組織と主な業務  ・・・P21



ー 1ー



ー 1ー ー 2ー



ー 3ー



ー 3ー ー 4ー



ー 5ー



クです。

ー 5ー ー 6ー



ー 7ー



ー 7ー ー 8ー



ー 9ー



ー 9ー ー 10ー



ー 11ー



ー 11ー ー 12ー



ー 13ー



ー 13ー ー 14ー



ー 15ー



ー 15ー ー 16ー



ー 17ー



ー 17ー ー 18ー



ー 19ー



主な助成金・給付金制度のご案内
労働局では、さまざまな種類の助成金・給付金を扱っています。

●雇用関係の主な助成金
雇用調整助成金
景気の変動等の経済上の事由により事業活動の縮小を余儀なくされた場合に、休業、教育訓練又は出向によって、労働者

の雇用維持を図る事業主に助成されます。
産業雇用安定助成金
労働者のスキルアップを在籍型出向により行い、出向から復帰した際の賃金を出向前と比較して５％以上上昇させた出向

元事業主に対して助成されます。
人材開発支援助成金
雇用する労働者の人材育成のため、職務に関連した知識や技能に関する職業訓練等を実施した事業主に助成されます。

特定求職者雇用開発助成金
高齢者（60歳以上）や障害者などの就職が特に困難な方をハローワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、継続

して雇用する労働者として雇い入れた事業主に対して助成されます。
トライアル雇用助成金
就労経験のない職業に就くことを希望する求職者や、技能、知識不足等から安定的な就職が困難な求職者について、ハロー

ワークまたは民間の職業紹介事業者等の紹介により、一定期間試行雇用を行う事業主に対して助成されます。
早期再就職支援等助成金
事業縮小等により離職を余儀なくされる労働者に対して再就職に資する支援を行った場合や、離職を余儀なくされた労働

者を早期に期間の定めなく雇い入れた上で賃金を５％以上上昇させた場合、中途採用の機会拡大を行うなど、早期再就職等
を支援する事業主に対して助成されます。
キャリアアップ助成金
非正規雇用労働者の正規雇用転換、処遇改善等を行う事業主に助成されます。

人材確保等支援助成金（テレワークコースを除く）
介護福祉機器の導入等を通じて介護労働者の離職率の低下に取り組む事業主に助成されます。

（問い合わせ先：職業安定部助成金センター）

●労働条件関係の主な助成金
業務改善助成金（雇用環境・均等室）
事業場内最低賃金の引上げと、業務改善効果のある設備投資等を行う中小企業事業主に対して、その取組に要した経費の

一部が助成されます。

働き方改革推進支援助成金（雇用環境・均等室）
年次有給休暇の取得促進、所定労働時間の短縮のための取組や勤務間インターバルの導入を行う中小企業事業主や、傘下

企業の生産性向上に向けた支援を行う事業主団体に対して、その取組に要した経費を一部助成します。

人材確保等支援助成金（テレワークコース）（雇用環境・均等室）
良質なテレワークを制度として導入し、実施することにより、労働者の人材確保や雇用管理改善等の観点から効果をあげ

る中小企業事業主に助成されます。

受動喫煙防止対策助成金（労働基準部健康安全課）
既存特定飲食提供施設において労働者の受動喫煙を防止するために喫煙室等を設置する中小企業事業主に助成されます。

（問い合わせ先：下記の各課室）

●両立支援関係の主な助成金
両立支援等助成金（出生時両立支援コース）
男性労働者が育児休業や育児目的休暇を取得しやすい雇用環境整備や業務体制整備を行い、男性労働者に一定期間の育児

休業等を取得させた事業主に助成されます。

両立支援等助成金（育児休業等支援コース）
育児休業の円滑な取得・復職等、仕事と育児の両立支援に関する取組を行った中小企業事業主に助成されます。

両立支援等助成金（育休中等業務代替支援コース）
育児休業取得者や育児のための短時間勤務制度利用者の業務を代替する周囲の労働者への手当支給等の取組や、育児休業

取得者の代替要員の新規雇用を行った中小企業事業主に助成されます。

両立支援等助成金（介護離職防止支援コース）
介護休業の円滑な取得・復職等労働者の仕事と介護の両立支援に関する取組を行った中小企業事業主に助成されます。

両立支援等助成金（不妊治療両立支援コース）
不妊治療のために利用可能な休暇制度等の環境整備に取り組み、不妊治療を受けている労働者に休暇制度等を利用させた

中小企業事業主に助成されます。

（問い合わせ先：雇用環境・均等室）
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福井労働局の組織と主な業務
福井労働局は３部１室で構成し、労働基準監督署（４署）、ハローワーク（６所）があります。

福 井 労 働 局 所 在 地　〒910-8559  福井市春山1丁目1-54　福井春山合同庁舎（9階、14階）
労災補償課分室所在地　〒910-0006  福井市中央3丁目1-5     三谷中央ビル7階
助 成 金 セ ン タ ー　〒910-0004  福井市宝永4丁目3-1     サクラNビル8階

厚
生
労
働
省

福
井
労
働
局

総
務
部︵
14
階
︶

総務課
TEL:0776（22）2655 庶務、会計、人事、情報公開法等の業務を担当しています。

労働保険徴収室
TEL:0776（22）0112

労働保険（労災保険及び雇用保険）の届出等、労働保険料の徴収等の業
務を担当しています。

雇
用
環
境
・

均
等
室︵
９
階
︶

（指導係）
TEL:0776（22）3947

（助成金係）
TEL:0776（22）0221

労働局の施策の企画・立案、総合調整、広報を担当しています。また、
労働に関する相談、働き方改革や女性活躍、仕事と家庭の両立支援等の
業務を担当しています。

労働基準監督署
（福井、敦賀、武生、大野）

労働時間・賃金の支払等労働条件に関する監督指導、職場の安全衛生、
健康管理に関する指導、労災保険の各種給付を担当しています。

ハローワーク
（福井、武生、大野、三国、敦賀、小浜）

求職者・求人者に対する職業紹介、雇用保険適用・給付、各種雇用支援
等の業務を担当しています。

職
業
安
定
部︵
９
階
︶ 求職者支援訓練等の職業訓練業務、生活保護受給者等の生活困窮者に対す

る就労支援業務及びジョブ・カード制度普及の業務を担当しています。
訓練課
TEL:0776（26）8610

高齢者・障害者・外国人・建設労働者の雇用対策、助成金等の雇用支援
を担当しています。

職業対策課
TEL:0776（26）8613

職業対策課で取り扱う各種助成金の支給に関する業務を担当しています。助成金センター
TEL:0776（22）2683

職業紹介、職業指導、雇用保険制度、新規学卒者・若年者の雇用対策等
の業務を担当しています。

職業安定課
TEL:0776（26）8609

雇用保険電子申請の審査事務を担当しています。電子申請事務センター
TEL:0776（43）1907

労働者派遣事業、職業紹介事業、労働者供給事業の業務を担当して
います。

需給調整事業室
TEL:0776（26）8617

労
働
基
準
部︵
９
階
︶

監督課
TEL:0776（22）2652

賃金、労働時間等の法定労働条件の確保等の業務を担当しています。
「外国人労働者相談コーナー」を併設しています。

労働災害防止等の職場における安全確保対策、メンタルヘルス・健康管
理等の職場における健康確保対策、ボイラー等の特定機械の検査、労働
安全衛生法に基づく免許証交付申請の受付等の業務を担当しています。

健康安全課
TEL:0776（22）2657

労災保険給付、被災労働者の社会復帰促進等事業、労災保険審査請
求の業務を担当しています。

労災補償課
TEL:0776（22）2656
TEL:0776（25）0631（分室）

最低賃金、最低工賃、賃金統計等の業務を担当しています。賃金室
TEL:0776（22）2691
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総合労働相談コーナーでは、労働者や事業主の方からのご相談を面談あるいは電話でお受けしています。

TEL:

TEL:

TEL:

TEL:

TEL:

TEL:

TEL:

TEL:

TEL:

 

TEL:

TEL:

L:

TEL:

TEL:

TEL:

TEL:
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令和６年度

労働基準監督署
ハローワークFukui Labor Bureau

　福井労働局では、法令・通達等の改正の情報、月ごとの雇用失業情勢や労働災害発生状
況等の速報等、福井労働局で発表している最新情報をホームページに掲載しておりますので、
ご活用ください。
https://jsite.mhlw.go.jp/fukui-roudoukyoku/home.html




